
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  特定事業用宅地等の事業継続要件              

Ｑ：１階が父親の店で、２階より上がマン

ションという宅地を父親から相続しました。

父親の店は申告期限までに閉めてしまいまし

たが、この場合でも不動産貸付業を続けてい

れば、特定事業用宅地等の特例は受けられま

すでしょうか？                                      

                                              

Ａ：受けられません。 

【解説】 

特定事業用宅地等とは、次の要件の全てに

該当するものをいいます(不動産貸付用は除

く)。 

 イ. 被相続人の事業用宅地等 

 ①その宅地上で営まれていた被相続人の事業

をその親族が相続税の申告期限まで承継し

ていること 

 ②その親族が相続税の申告期限までその事業

を営んでいること 

 ③その親族がその宅地等を相続税の申告期限

まで保有していること 

 ロ.生計を一にする親族の事業用宅地等 

 ①その親族が相続開始前から相続申告期限ま

で、その宅地上で事業を営んでいること 

 ②その親族がその宅地等を相続税の申告期限

まで保有していること 

このように、特定事業用宅地等は、申告期

限まで事業の用に供していなければなりませ

んので、店を閉められたということであれば、

適用を受けることはできません。なお、２階

以上のマンション部分は、貸付事業用宅地等

の要件を満たしているかどうかで判断するこ

とになります。 
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